
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ぽっぽ屋

・一審判決で認められた不当労働行為の認定は変化なし 

・今回、４名に対して会社による関与は証拠不十分として認め

られなかったが、蒲田駅・水戸電力技術センターで行われて

いた脱退勧奨は違法の可能性が高いと認定。 

・裁判所は今回の案件以外でいくつかの職場で実際に脱退勧奨

が行われたと否定はできなかった。 

・不当労働行為を証明するためには証拠が最重要！ 

ポイント 

一審判決で認められた４点 


